
日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施

に
関
す
る
法
律
第
五
章
の
規
定
に
よ
る
特
殊
海
事
損
害
に
係
る
賠
償
の
請
求
に
つ
い
て
の
援
助
に
関
す
る
省
令
案
参
照
条
文

○

日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す

る
法
律
（
令
和
五
年
法
律
第
二
十
六
号
）
（
抄
）

（
請
求
の
あ
っ
せ
ん
の
申
請
）

第
十
五
条

特
殊
海
事
損
害
（
協
定
第
二
十
三
条
第
六
項
⒞
に
規
定
す
る
損
害
で
あ
っ
て
同
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
も
の
を
い
う
。
）
を
被
っ
た
日
本
国
民
又
は
日
本

国
法
人
は
、
防
衛
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
被
っ
た
損
害
に
つ
い
て
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
対
し
て
行
う
賠
償
の
請
求
の
あ
っ
せ
ん
を
防
衛
大
臣
に
申
請
す
る
こ
と
が
で

き
る
。

○

日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に
関
す

る
法
律
施
行
令
（
令
和
五
年
政
令
第
二
百
五
十
五
号
）
（
抄
）

（
訴
訟
の
援
助
の
申
請
等
）

第
一
条

日
本
国
の
自
衛
隊
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
防
軍
と
の
間
に
お
け
る
相
互
の
ア
ク
セ
ス
及
び
協
力
の
円
滑
化
に
関
す
る
日
本
国
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
の
間
の
協
定
の
実
施
に

関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
訴
訟
（
以
下
「
訴
訟
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
の
同
項
の
規
定
に
よ
る
援
助
（
以
下
「
訴
訟
の
援
助
」
と

い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
防
衛
大
臣
に
そ
の
旨
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
条
及
び
第
三
条
の
規
定
に
従
い
、
訴
訟
の
援
助
を
行
う
。

（
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
等
の
申
請
等
）

第
四
条

法
第
十
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
又
は
立
替
金
の
償
還
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
防
衛
大
臣
に
そ
の
旨
を
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

防
衛
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
申
請
が
あ
っ
た
と
き
は
、
次
条
か
ら
第
九
条
ま
で
の
規
定
に
従
い
、
法
第
十
八
条
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
償
還
金
の
支
払
の
猶
予
又
は
立

替
金
の
償
還
の
免
除
を
行
う
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

（
略
）


